
民営化関係政省令について

Ⅰ 構成

１．政令案

○ 高速道路株式会社法施行令案

○ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令案

○ 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関す
る政令案

◇関係政令の整備等
・１５政令の廃止（道路債券令等）
・７１政令の一部改正（道路整備特別措置法施行令等）

○ 日本道路公団等民営化関係法施行法の施行期日を定める政令案

２．省令案

○ 高速道路株式会社法施行規則案

○ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令案

○ 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整
備等に関する省令案

◇関係省令の整備等
・５国土交通省関係省令の廃止（日本道路公団法施行規則等）
・１９国土交通省関係省令の一部改正（道路整備特別措置法施行規則等）

○ 高速道路事業会計規則案

Ⅱ 今後のスケジュール

３月３０日～４月２９日 パブリックコメント

５月下旬（予定） 閣議決定・公布
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民営化関係政省令案の概要

Ⅰ 政令案の概要

○ 機構への出資地方公共団体

首都・阪神・本四各公団への出資地方公共団体を定める 〔機構令〕。

○ 機構債券

機構が発行する機構債券の形式、発行の方法、申込証、発行の認可等に関する事項

を定める 〔機構令〕。

○ 機構の主たる事務所を東京都に置く期限

平成２７年９月３０日（民営化後１０年）とする 〔機構令〕。

○ 貸付料の額の基準

認可業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、貸付期間における貸付料の合計額

が、当該期間における占用料・連結料等の収入の合計額と併せて、当該期間における

機構法第１２条第１項の業務に要する費用及び高速道路勘定における資本金に相当す

る額の合計額に見合う額となるものであることとする。ただし、本州四国連絡高速道

路については、政府・与党申し合わせを踏まえ、当該高速道路に係る資本金の取扱い

について所要の事項を定める 〔機構令〕。

○ 料金の額の基準

協定の対象となる高速道路ごとに、料金の徴収期間における料金の額の合計額が、

道路資産の貸付期間における貸付料の額の合計額及び当該徴収期間における当該高速

道路の維持、修繕その他の管理に要する費用の合計額の合算額と見合う額であること

等とする 〔整備令〕。

○ 機構に引き継がせるよう基本方針に定める権利・義務

機構法第１２条の業務に該当する業務に係る資産、当該資産に対応する債務その他

所要の権利及び義務とする 〔整備令〕。

○ 承継資産に係る評価委員の任命

財務省の職員、国土交通省の職員、会社の役員（設立委員 、機構の役員（設立委）

員 、出資地方公共団体の推薦者、学識経験者につき国土交通大臣が任命する 〔整備） 。

令〕

○ 施行期日

日本道路公団等民営化関係法施行法の施行期日は、平成１７年１０月１日とする。

〔施行期日令〕



Ⅱ 省令案の概要

○ 会社の認可申請手続等

代表取締役等の選定等の決議の認可、定款変更の決議の認可、新株発行の認可、事

業計画の認可、関連事業の届出等に関し、申請書等の記載事項、認可手続等所要の事

項を定める 〔会社規則〕。

○ 機構の業務方法書等の記載事項等

業務方法書の記載事項、中期計画の認可申請書の記載事項、中期計画の認可申請手

続等、独立行政法人通則法の規定により委任された事項を定める 〔機構省令〕。

○ 協定に定める事項

機構法第１３条第１項の法定事項のほか、次に掲げるものとする 〔機構省令〕。

・会社による高速道路の管理の適正な水準の確保に関する事項

・会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費

用の縮減を助長するための機構の助成に関する事項

・協定の変更その他必要な事項

○ 業務実施計画の認可申請の添付書類

業務実施計画の認可申請書には、協定等のほか、全国路線網に属する高速道路に係

る業務実施計画にあっては、高速自動車国道及び高速自動車国道と交通上密接な関連

を有する高速自動車国道以外の高速道路ごとの収支予算の明細を記載した書類を添付

するものとする 〔機構省令〕。

○ 供用約款の記載事項

供用約款には、少なくとも、料金の徴収、会社の責任、通行者・利用者の責任、供

用の拒絶に関する事項を記載しなければならない 〔整備省令〕。

○ 通行方法

不正通行に対応し料金の徴収を確実に行うために会社等が定める通行方法は、

①一般車専用の料金徴収施設の場合、通行車両は所定の場所で一時停止し、かつ、料

金の徴収後に当該係員が発進を承諾する等までの間は発進してはならないこと

②ＥＴＣ車専用の料金徴収施設の場合、ＥＴＣ車以外の通行車両は、当該施設を通過

してはならないとともに、ＥＴＣ車は、徐行又は一時停止すべき旨の表示に従い徐

行又は一時停止して通過しなければならないこと

③ＥＴＣ・一般共通施設の場合、ＥＴＣ車以外の車両は①、ＥＴＣ車は②の方法

等とする 〔整備省令〕。

○ 高速道路事業会計規則

会社の営業年度、勘定科目の分類、貸借対照表・損益計算書その他の財務計算に関

する諸表の様式、会計の区分について定める 〔会計規則〕。



Ⅰ 高速道路株式会社法施行令案

（ （ 。 「 」 。）○ 会社 高速道路株式会社法 平成１６年法律第９９号 以下 道路会社法 という

第１条に規定する会社をいう。以下同じ ）に道路の管理等の委託を行う者及び本州。

、 。四国連絡高速道路株式会社に長大橋の建設等の委託を行う者は 地方道路公社とする

〔道路会社法第５条第１項第４号及び第５号ロ関係〕

○ 外貨債務について政府が保証契約をすることができる会社は、東日本高速道路株式

会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社とする 〔道路会社法附。

則第３条第１項及び第２項関係〕

○ 会社が発行した債券等を失った者に交付する代わり債券等の発行に関する所要の手

続を定める 〔道路会社法第１１条第２項及び附則第３条第２項関係〕。

Ⅱ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令案

○ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という ）に出資す。

ることができる地方公共団体は、次に掲げる地方公共団体とする 〔独立行政法人日。

本高速道路保有・債務返済機構法（平成１６年法律第１００号。以下「機構法」とい

う ）第６条第３項関係〕。

① 首都高速道路に係る出資 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市及び川崎

市

② 阪神高速道路に係る出資 京都府、大阪府、兵庫県、京都市、大阪市及び神戸市

③ 本州四国連絡高速道路に係る出資 大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、

香川県、愛媛県、高知県、大阪市及び神戸市

○ 会社に対する無利子貸付けの財源となる出資金又は補助金の出資又は交付に係る地

方公共団体は、次に掲げる地方公共団体とする 〔機構法第１２条第１項第４号及。

び第６号関係〕

① 首都高速道路に係る出資金及び補助金 上記①の地方公共団体

② 阪神高速道路に係る出資金及び補助金 上記②の地方公共団体

○ 貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を償う収入は、道路法（昭和２７年法律

第１８０号）等の規定に基づく占用料、連結料、負担金、手数料及び納付金並びにそ

の他の収入とする 〔機構法第１７条第１項関係〕。

○ 貸付料等により償う機構の業務に要する費用等は、機構法第１２条第１項の業務に

要する費用及び高速道路勘定における機構法第３１条第２項の資本金に相当する額の

積立金の積立てに要する費用とする 〔機構法第１７条第１項関係〕。



○ 機構法第１７条第１項の貸付料の額の基準は、機構法第１５条第１項に規定する認

可業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路に係る貸付期間における

貸付料の額の合計額が、当該貸付期間における上記の収入の合算額と併せて、当該貸

付期間における上記の費用の合算額に見合う額となるものであることとする 〔機構。

法第１７条第２項関係〕

○ 本州四国連絡高速道路に係る資本金の取扱いについて 「道路関係四公団民営化の、

」（ ） 、基本的枠組みについて 平成１５年１２月２２日政府・与党申し合わせ を踏まえ

所要の事項を定める 〔機構法第１７条関係〕。

○ 鉄道施設の利用料の額の基準は、毎事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費

の合算額に相当する額として国土交通大臣の定めるところにより算定した額であるこ

ととする 〔機構法第１８条関係〕。

○ 日本高速道路保有・債務返済機構債券（以下「機構債券」という ）の形式、発行。

の方法、機構債券申込証、機構債券の成立及び払込み、債券の発行及び記載事項、機

構債券原簿、機構債券発行の認可、代わり債券の発行等機構債券に関する所要の事項

を定める 〔機構法第２２条第２項及び第８項関係〕。

○ 中期計画について国土交通大臣が認可をしようとする際に意見を聴取する地方公共

団体は、次に掲げる地方公共団体とする 〔機構法第２７条第２項関係〕。

① 首都高速道路に係る部分 上記①の地方公共団体

② 阪神高速道路に係る部分 上記②の地方公共団体

③ 本州四国連絡高速道路に係る部分 上記③の地方公共団体

○ 機構を国の行政機関とみなして準用する法令の規定として、行政代執行法、不動産

登記法その他の法令の規定を定めるとともに、所要の読替え規定等を定める 〔機構。

法第２９条関係〕

○ 機構の主たる事務所を経過措置として東京都に置く期限を平成２７年９月３０日と

する 〔機構法附則第２条関係〕。

Ⅲ 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令案

○ 機構に引き継がせるよう基本方針（公団（日本道路公団等民営化関係法施行法（平

成１６年法律第１０２号。以下「施行法」という ）第６条第１項に規定する公団を。

いう。以下同じ ）の業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針をい。

う ）に定めなければならない資産、債務その他の権利及び義務は、機構法第１２条。

の業務に該当する業務に係る資産、当該資産に対応する債務その他所要の権利及び義

務とする。



○ 会社及び機構が公団から承継する資産に係る評価委員は、財務省の職員、国土交通

省の職員、会社の役員（設立委員 、機構の役員（設立委員 、出資地方公共団体の推） ）

薦者及び学識経験者につき国土交通大臣が任命することとするほか、議決方法等所要

の事項を定める 〔施行法第１５条第４項関係〕。

○ 国が承継する会社の株式に係る権利の一般会計又は道路整備特別会計への帰属の方

法を定める 〔施行法第１５条第６項関係〕。

○ 公団が解散した場合における解散の登記の嘱託に関する事項を定める 〔施行法第。

１５条第１２項関係〕

○ 管理有料高速道路（施行法第１３条第４項第２号に規定する管理有料高速道路をい

う。以下同じ ）に係る料金の額の基準については、改正前の道路整備特別措置法施。

行令（昭和３１年政令第３１９号）の関係規定は、なおその効力を有するものとし、

料金の徴収期間の基準については、会社成立の日から起算して２０年を超えてはなら

ないこととするとともに、管理有料高速道路に係る道路整備特別措置法（昭和３１年

。 「 」 。） 。法律第７号 以下 特別措置法 という 等の適用についての所要の読替えを行う

〔施行法第２６条第１項及び第２項関係〕

○ 会社成立の際現に公団が建設し又は管理を行っている高速道路の通行者又は利用者

の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設のうち、会社がその成立の日にお

、 、 。いて 連結許可を受けたものとみなされる施設は 道路の区域外に存する施設とする

〔施行法第３４条第１項関係〕

○ 電波法、河川法等の適用についての所要の経過措置及び日本道路公団法等の廃止等

に伴う所要の経過措置を定める 〔施行法第３６条関係〕。

○ 道路債券令等を廃止するとともに、これに伴う所要の経過措置を定める 〔施行法。

第３６条関係〕

○ 道路整備特別措置法施行令の一部改正

日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律（平成１６年法

律第１０１号。以下「整備法」という ）第１条の規定により特別措置法が改正され。

、 。たことに伴い 以下の事項を内容とする道路整備特別措置法施行令の一部改正を行う

◇ 料金により償う高速道路等の管理に要する費用は、維持に要する費用及び当該維

持に係る事務取扱費、修繕（機構が会社から債務引受するものを除く ）に要する。

費用及び当該修繕に係る事務取扱費、これらの費用の財源に充てるための社債又は

借入金の利息の支払に要する費用その他所要の費用とする 〔特別措置法第２３条。

第１項第１号関係〕



◇ 会社管理高速道路に係る料金の額の基準は、協定の対象となる高速道路ごとに料

金の徴収期間において会社が徴収する料金の合計額が当該高速道路に係る道路資産

の貸付期間において会社が機構に支払う貸付料の合計額及び当該徴収期間において

必要となる当該高速道路の管理に要する費用の合計額の合算額（割増金、負担金そ

の他の高速道路事業に係る料金以外の収入を得たときは、当該収入額に相当する額

を当該合算額から控除した額）に見合う額となるものであること、全国路線網高速

道路及び地域路線網高速道路以外の会社管理高速道路にあっては、このほか、道路

の通行若しくは利用の距離若しくは時間の短縮、路面の改良、屈曲若しくは勾配の

、 、減少等道路の構造の改良又は通行若しくは利用の方法の変更に伴い 車両の運転費

輸送費、旅行費、荷役費、積卸費、包装費等について通常節約することのできる額

を超えないものであること等所要の事項を定める 〔特別措置法第２３条第２項関。

係〕

◇ 公社管理道路、有料道路管理者が管理する道路その他の有料道路に係る料金によ

り償う当該道路の管理に要する費用の範囲、料金の額の基準等について所要の規定

の整備等を行う 〔特別措置法第２３条第１項及び第２項関係〕。

◇ 料金の徴収期間の基準は、当該道路の構造及び工法その他当該道路の状況に照ら

して適切なものであること、地方道路公社の維持管理有料道路に係る道路にあって

は当該道路の料金の徴収期間の満了の日が法第１５条第１項の許可の日から起算し

て４５年を超えないものであることとする 〔特別措置法第２３条第４項関係〕。

◇ 会社管理高速道路及び公社管理道路に係る占用料及び連結料の額及び徴収方法並

びに手数料及び延滞金に関する道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）等の関

係規定の適用についての所要の読替えを行う 〔特別措置法第３３条、第３４条第。

１項、第３６条及び第４５条関係〕

◇ 特別措置法第５４条第１項の規定により適用があるものとされた道路法及び高速

自動車国道法（昭和３２年法律第７９号）並びにこれらの法律に基づく政令の規定

の適用について所要の読替えを行う 〔特別措置法第５４条第１項関係〕。

◇ その他所要の規定の整備を行う。

○ 道路法施行令の一部改正

整備法第２条の規定により道路法が改正されたことに伴い、以下の事項を内容とす

る道路法施行令の一部改正を行う。

◇ 連結許可に係る連結位置に関する基準は、自動車専用道路の構造及び交通の状況

その他当該自動車専用道路及びその周辺の状況を勘案して、当該施設の連結によっ

て自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのない位置で



あることとする 〔道路法第４８条の５第２項第２号関係〕。

◇ 連結料の額の基準は、利便施設等（道路法第４８条の４第２号に掲げる施設をい

う。以下同じ ）又はこれに係る通路等が自動車専用道路と連結する場合と連結し。

ないものとした場合との地代の差額に相当する額及び自動車専用道路の追加管理費

用額の合計額の範囲内であって、当該追加管理費用額を下回らないものであり、か

つ、利便施設等の規模及び用途その他当該利便施設等の状況に応じて公正妥当なも

のであることとする旨定める。また、連結料は納入告知書等により徴収するものと

すること、連結料の徴収期限その他の連結料の徴収方法に関する所要の事項を定め

る 〔道路法第４８条の７第２項関係〕。

◇ その他所要の規定の整備を行う。

○ 高速自動車国道法施行令の一部改正

整備法第３条の規定により高速自動車国道法が改正されたことに伴い、以下の事項

を内容とする高速自動車国道法施行令（昭和３２年政令第２０５号）の一部改正を行

う。

◇ 国土交通大臣が高速自動車国道の新設又は改築に関する整備計画を定め、変更し

ようとするときに国土開発幹線自動車道建設会議の議を経なければならない事項

は、高速自動車国道法施行令第２条第１項第１号から第５号までに掲げる事項とす

る。ただし、第４号に掲げる事項（連結位置及び連結予定施設）にあっては、国土

開発幹線自動車道建設法施行令第１条第５号の連結地に係るものに限るものとす

る 〔高速自動車国道法第５条第４項関係〕。

◇ 高速自動車国道と連結することができる施設として高速自動車国道の通行者の利

便に供するための休憩所、給油所その他の施設等が追加されたこと等に伴う所要の

規定の整備等を行う。

○ 地方自治法施行令その他の関係政令の規定の整備を行う。

Ⅳ 日本道路公団等民営化関係法施行法の施行期日を定める政令案

○ 施行法の施行期日は、平成１７年１０月１日とする。



Ⅰ 高速道路株式会社法施行規則案

○ 道路法第４８条の２第２項の規定により自動車専用道路の指定を受けた道路の部分

と一体的な管理を行うことが必要と認められる歩道、自転車道その他の道路の部分を

道路会社法第２条第２項第２号に規定する自動車専用道路等に含むものとする 〔道。

路会社法第２条第２項第２号関係〕

○ 新株・新株予約権・新株予約権付社債の発行の認可の申請、事業を営むこととされ

た高速道路以外の高速道路に係る事業の認可の申請、高速道路の管理等の事業以外の

事業の届出、代表取締役等の選定等の決議の認可の申請、事業計画の認可等の申請、

社債募集の認可の申請、資金借入れの認可の申請、定款変更の決議の認可の申請、利

益の処分又は損失の処理の決議の認可の申請及び合併、分割又は解散の決議の認可の

申請に関し、申請書の記載事項、認可手続等所要の事項を定める 〔道路会社法第３。

条、第５条第４項及び第５項、第９条、第１０条、第１１条並びに第１３条関係〕

○ 会社が機構と協定を締結しようとするときは、機構と共同してⅡの省令に規定する

書類を作成しなければならないこととする等協定の締結に関する所要の事項を定め

る 〔道路会社法第６条第１項関係〕。

○ 会社が譲渡し、又は担保に供しようとする際に国土交通大臣の認可を受けなければ

ならない重要な財産は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理及び鉄道施

設の管理に伴い譲渡し、又は交換する不動産以外の財産であって、その帳簿価額が３

億円以上のものとするとともに、当該認可の申請に関し、申請書の記載事項及び認可

手続を定める 〔道路会社法第１２条関係〕。

○ 会社は、職制、定員その他組織に関する規程、給与に関する規程、退職手当に関す

る規程、旅費に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する

規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければなら

ない 〔道路会社法第１５条関係〕。

○ 道路会社法第１６条第２項の立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定め

る 〔道路会社法第１６条第２項関係〕。

Ⅱ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令案

○ 業務方法書に記載すべき事項として、機構法第１２条に規定する業務の方法に関す

る事項、業務の委託に関する基準、競争入札その他契約に関する基本的な事項その他

機構の業務の執行に関して必要な事項を定める 〔独立行政法人通則法（平成１１年。

法律第１０３号。以下「通則法」という ）第２８条第２項関係〕。



○ 中期計画の認可の申請に関し申請書の記載事項及び申請手続を定めるとともに、中

期計画に記載する機構の業務運営に関する事項を定めるほか、年度計画の記載事項並

びに年度計画の変更の届出及び各事業年度に係る業務の実績に関する独立行政法人評

価委員会の評価の手続を定める 〔通則法第３０条第１項及び第２項第７号、第３１。

条第１項並びに第３２条第１項関係〕

○ 国土交通大臣に提出する中期目標に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項

目ごとにその実績を明らかにしなければならないものとするとともに、中期目標に係

る業務の実績に関する独立行政法人評価委員会の評価の手続を定める 〔通則法第３。

３条及び第３４条第１項関係〕

○ 機構の会計の原則として、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うもの

とすること、独立行政法人会計基準は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

優先して適用されるものとすること、機構が会社から取得した道路資産の取得価額そ

の他所要の事項を定める 〔通則法第３７条及び第５０条関係〕。

○ 機構が毎事業年度作成し、国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならな

い書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービ

ス実施コスト計算書とするとともに、財務諸表の閲覧期間は５年とする 〔通則法第。

３８条第１項及び第４項関係〕

○ 短期借入金及び長期借入金の認可の申請並びに返済計画の認可の申請に関し、申請

書の記載事項及び認可手続を定める 〔通則法第４５条並びに機構法第２２条及び第。

２４条関係〕

○ 金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約

が締結される場合に限り行うことができる 〔通則法第５０条関係〕。

○ 機構が譲渡し、又は担保に供しようとするときに、国土交通大臣の認可を受けなけ

ればならない重要な財産は、鉄道施設の管理に伴い譲渡し、又は交換する不動産以外

の財産であって、その帳簿価額が３千万円以上のものとするとともに、当該認可の申

請に関し、申請書の記載事項及び認可手続を定める 〔通則法第４８条第１項関係〕。

○ 機構が会社と協定を締結しようとするときは、会社と共同して次に掲げる書類を作

成しなければならないこととする等協定の締結に関する所要の事項を定める 〔機構。

法第１３条第１項関係〕

・工事計画書

・平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面

・会社及び機構の収支予算の明細

・貸付料及び貸付期間並びに料金及び料金の徴収期間算出の基礎を記載した書類



・推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類

○ 協定に定める事項は、機構法第１３条第１項第１号から第７号までに掲げる事項の

ほか、次に掲げるものとする 〔機構法第１３条第１項第８号関係〕。

・会社による高速道路の管理の適正な水準の確保に関する事項

・会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費

用の縮減を助長するための機構の助成に関する事項

・協定の変更その他必要な事項

○ 業務実施計画に定める事項は、機構法第１４条第１項第１号から第７号までに掲げ

る事項のほか、次に掲げるものとする 〔機構法第１４条第１項第８号関係〕。

・会社による高速道路の管理の適正な水準の確保に関する事項

・会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費

用の縮減を助長するための機構の助成に関する事項

○ 業務実施計画に係る認可の申請の添付書類は、協定その他所要の書類のほか、全国

路線網に属する高速道路に係る業務実施計画にあっては、高速自動車国道及び高速自

動車国道と交通上密接な関連を有する高速自動車国道以外の高速道路ごとの収支予算

の明細を記載した書類とする 〔機構法第１４条第３項関係〕。

○ 退職金支払確保契約に関する業務等に関する基金（以下「基金」という ）の運用。

方法として認められるものは、国債等の有価証券の取得、金融機関への預金又は郵便

貯金のほか、信託業務を行う金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるものと

するとともに、基金は、毎事業年度、離職見込者の退職のときの特定事業主に対する

給付として支払った金額を減じ、特定事業主が機構に掛金として納付した金額及び運

用収入を加え、損益計算を行うものとする 〔機構法第２０条第２項第３号及び第３。

項関係〕

○ 積立金の処分に係る国土交通大臣の承認の申請の添付書類を定める 〔機構法第２。

１条関係〕

○ 機構を国の機関とみなして準用する勅令及び政令以外の命令の規定として不動産登

記規則の規定を定める 〔機構法第２９条関係〕。

Ⅲ 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省

令案

○ 実施計画について、業務の種類に応じて適切な方法により業務の範囲を記載するこ

と等その記載方法に関する所要の事項を定めるほか、設立委員が定める供用約款の認

可の申請、暫定協定の策定、管理有料高速道路の料金の徴収期間の認可の申請の添付



書類に関する所要の経過措置を定める 〔施行法第３条第２項、第１４条第１項、第。

２４条第１項、第２６条第３項関係〕

○ 日本道路公団法施行規則等を廃止する。

○ 道路整備特別措置法施行規則の一部改正

整備法第１条の規定により特別措置法が改正されたことに伴い、以下の事項を内容

とする道路整備特別措置法施行規則（昭和３１年建設省令第１８号）の一部改正を行

う。

◇ 会社管理高速道路、公社管理道路、指定都市高速道路、有料道路管理者の管理す

る有料道路に係る許可等の申請の添付書類を定める 〔特別措置法第３条第２項、。

第１０条第２項、第１１条第２項、第１２条第２項、第１３条第２項、第１８条第

２項及び第１９条第２項関係〕

◇ 会社管理高速道路の許可に係る新設又は改築の工事の内容の変更のうち、届出に

より行うことのできるものは、工事予算並びに工事の着手及び完成の予定年月日と

する 〔特別措置法第３条第６項関係〕。

◇ 会社は、供用約款の認可を受けようとするときは、実施予定期日等を記載した申

請書に供用約款を添えて国土交通大臣に提出しなければならないこととするほか、

供用約款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない 〔特別措置。

法第６条第１項関係〕

・料金の徴収に関する事項

・会社の責任に関する事項

・通行者又は利用者の責任に関する事項

・供用の拒絶に関する事項

◇ 会社等（会社又は地方道路公社をいう。以下同じ ）又は有料道路管理者は、料。

金の徴収を確実に行うために定める料金の徴収施設及びその付近における車両の通

行方法に係る認可を受けようとするときは、当該通行方法を記載した申請書を国土

交通大臣に提出しなければならない 〔特別措置法第２４条第３項関係〕。

◇ 国土交通大臣は、上記の申請書に記載された通行方法が次に定めるものである場

合に限り認可をするものとする 〔特別措置法第２４条第３項関係〕。

① 一般車専用の料金の徴収施設の場合、通行車両は所定の場所で一時停止し、か

つ、料金の徴収又は通行券の交付若しくは確認の後に係員が発進を承諾し又は開

閉棒等が発進することができる旨を表示するまでの間は発進してはならないこ

と。

② ＥＴＣ車専用の料金の徴収施設の場合、ＥＴＣ車以外の通行車両は、当該施設

を通過してはならないとともに、ＥＴＣ車は、表示に従い徐行又は一時停止して



通過しなければならないこと。

③ ＥＴＣ車・一般車共通の料金の徴収施設の場合、ＥＴＣ車以外の通行車両は①

の通行方法、ＥＴＣ車は②の通行方法とすること。

④ 閉鎖施設の場合、通行車両は、通過してはならないこと。

◇ 認可を受けた通行方法の公告又は公示の方法は、会社等にあっては会社等の定款

に定める方法とし、有料道路管理者にあっては当該地方公共団体の長の定める方法

とする 〔特別措置法第２４条第４項〕。

◇ 会社等に係る料金の額及び徴収期間の公告の方法は、会社等の定款に定める方法

とする 〔特別措置法第２５条第１項〕。

◇ 会社が、高速道路に関する調査、測量若しくは工事又は高速道路の維持のためや

むを得ない必要がある場合において、他人の土地に立ち入ろうとするときに、携帯

し、又は関係人の請求があった場合に呈示しなければならないその身分を示す証票

の様式を定める 〔特別措置法第４４条第３項関係〕。

◇ その他所要の規定の整備を行う。

○ 道路法施行規則の一部改正

整備法第２条の規定により特別措置法が改正されたことに伴い、以下の事項を内容

とする道路法施行規則（昭和２７年建設省令第２５号）の一部改正を行う。

◇ 自動車専用道路への連結許可を受けようとする場合の申請書の記載事項及び添付

書類、連結施設の構造に関する技術的基準、連結許可を受けた施設の構造を変更し

ようとする際に許可を要しない軽微な変更、連結施設の構造についての変更の許可

を受けようとする場合の申請書の記載事項及び添付書類、連結許可等に係る施設の

維持管理に関する基準並びに連結料の地代の差額に相当する額の算定方法につい

て、現行の高速自動車国道法施行規則を参考にして定めるほか、所要の規定の整備

を行う 〔道路法第４８条の５第１項、第２項第２号及び第３項、第４８条の６並。

びに第４８条の７関係〕

○ 上記のほか、建設業法施行規則その他の国土交通省関係省令の規定の整備を行う。

Ⅳ 高速道路事業会計規則案

○ 会社は、一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと等の原則によっ

てその会計を整理しなければならない 〔道路会社法第１４条第１項関係〕。

○ 会社の営業年度は、１年とし、その始期は４月１日とする 〔道路会社法第１４条。



第１項関係〕

○ 勘定科目の分類は、流動性配列によることとするとともに、貸借対照表及び損益計

算書の主要部分を事業の種類別に区分するものとする 〔道路会社法第１４条第１項。

関係〕

○ 貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書、固定資産

の取得及び処分並びに減価償却費の明細表等の様式を定める 〔道路会社法第１４条。

第１項関係〕

○ 会社が高速道路の新設、改築等のために取得等をした道路資産であって未だ機構に

引き渡しがされていないものを流動資産に整理するものとする 〔道路会社法第１４。

条第１項関係〕

○ 機構による重畳的債務引受の対象となった債務は、貸借対照表から除外し、その金

額を注記するものとする 〔道路会社法第１４条第１項関係〕。

○ 会計の整理に当たっての道路会社法第５条第１項第１号及び第２号の事業並びにこ

れに附帯する事業とその他の事業との区分の方法等について定める 〔道路会社法第。

１４条第２項関係〕

○ その他所要の規定の整備を行う。


